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環政経発第 2604211 号   

令 和 ８ 年 ４ 月 2 1 日  

 

 

グ リ ー ン フ ァ イ ナ ン ス サ ポ ー タ ー ズ 制 度  

 ロ ゴ マ ー ク 使 用 規 程  

 

 

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 程 は 、グ リ ー ン フ ァ イ ナ ン ス で の 資 金 調 達 促 進 を

図 る た め 、 グ リ ー ン フ ァ イ ナ ン ス サ ポ ー タ ー ズ 制 度 の 登 録 支

援 者 の う ち 特 に 認 め た 者 が 使 用 す る グ リ ー ン フ ァ イ ナ ン ス

サ ポ ー タ ー ズ 制 度  ロ ゴ マ ー ク（ 以 下 、「 ロ ゴ マ ー ク 」と い う 。）

を 使 用 す る 場 合 の 取 扱 い に 関 し 、必 要 事 項 を 定 め る も の と す

る 。  

 

（ ロ ゴ マ ー ク の 仕 様 ）  

第 ２ 条  ロ ゴ マ ー ク の 仕 様 は 、 別 に 掲 げ る も の と す る 。  

 

（ ロ ゴ マ ー ク に 関 す る 権 限 ）  

第 ３ 条  ロ ゴ マ ー ク に 関 す る 一 切 の 権 限 は 環 境 大 臣 に 帰 属 し 、ロ

ゴ マ ー ク の 使 用 承 認 及 び 管 理 に 係 る 事 務 は 環 境 経 済 課 長 が

行 う 。  

 

（ 申 請 ）  

第 ４ 条  ロ ゴ マ ー ク を 使 用 し よ う と す る 者 は 、必 要 な 事 項 を 記 載

し た「 グ リ ー ン フ ァ イ ナ ン ス サ ポ ー タ ー ズ 制 度  ロ ゴ マ ー ク

使 用 申 請 書 」（ 別 紙 １ ）を 使 用 開 始 予 定 日 の １ 週 間 前（ 土・日

曜 日 及 び 祝 祭 日 を 除 く 。）ま で に 環 境 経 済 課 長 に 提 出 し 、承 認

を 得 る も の と す る 。 た だ し 、 国 の 行 政 機 関 に よ る 使 用 に お い

て は 、 使 用 目 的 が 次 項 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 せ ず 、 本 使 用

規 程 を 遵 守 す る 限 り 、本 項 及 び 第 ７ 条 第 １ 項 に 定 め る 書 類 の

提 出 は 免 除 と す る 。  

２  前 項 の「 グ リ ー ン フ ァ イ ナ ン ス サ ポ ー タ ー ズ 制 度  ロ ゴ マ ー

ク 使 用 申 請 書 」 の 提 出 が あ っ た 場 合 は 、 使 用 目 的 が 次 の 各 号

の い ず れ に も 該 当 し な い 限 り 、 環 境 経 済 課 長 は 使 用 を 認 め る

も の と す る 。  

一  国 民 の 利 益 を 害 す る お そ れ が あ る 場 合  
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二  営 利 を 主 た る 目 的 と す る 場 合  

三  特 定 の 思 想 、 宗 教 の 活 動 に 利 用 さ れ る お そ れ が あ る 場 合  

四  特 定 の 商 品 等 の 品 質 や 安 全 性 を 保 証 す る 目 的 で 利 用 さ れ る  

お そ れ が あ る 場 合  

五  法 令 ま た は 公 序 良 俗 に 反 す る お そ れ が あ る 場 合  

六  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 環 境 経 済 課 長 が 不 適 切 と 認 め  

た 場 合  

３  前 項 に よ り 使 用 を 認 め た 場 合 、環 境 経 済 課 長 は 、遅 滞 な く「 グ

リ ー ン フ ァ イ ナ ン ス サ ポ ー タ ー ズ 制 度  ロ ゴ マ ー ク 使 用 承 認

書 」（ 別 紙 ２ ）と と も に ロ ゴ マ ー ク の 電 子 媒 体 を メ ー ル 等 に よ り

送 付 す る も の と す る 。  

 

（ 遵 守 事 項 ）  

第 ５ 条  前 条 に 基 づ き 使 用 を 認 め ら れ 、ロ ゴ マ ー ク を 使 用 す る 者

（ 以 下 、「 使 用 者 」と い う 。）は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 遵

守 し な け れ ば な ら な い 。  

一  環 境 経 済 課 長 に 届 け 出 た 目 的 の み に 使 用 す る こ と  

二  別 に 定 め る 最 新 の 「 グ リ ー ン フ ァ イ ナ ン ス サ ポ ー タ ー ズ 制

度  ロ ゴ マ ー ク  運 用 規 定 」に 基 づ き 、ロ ゴ マ ー ク を 正 し く

使 用 す る こ と  

 

（ 使 用 期 限 ）  

第 ６ 条  使 用 者 は 、使 用 が 承 認 さ れ た 日 よ り ロ ゴ マ ー ク の 使 用 を

可 能 と す る 。た だ し 、グ リ ー ン フ ァ イ ナ ン ス サ ポ ー タ ー ズ 制 度

の 登 録 支 援 者 向 け の ロ ゴ マ ー ク を 使 用 で き る 期 間 は 、 グ リ ー

ン フ ァ イ ナ ン ス サ ポ ー タ ー ズ 制 度 の 登 録 支 援 者 で あ る 期 間 と

す る 。  

２  令 和 ８ 年 度 よ り 以 前 に ロ ゴ マ ー ク の 使 用 の 承 認 を 受 け た 場

合 、 登 録 支 援 者 で あ る 限 り 、 そ の 承 認 は 有 効 な も の と み な す 。  

 

 

（ 使 用 目 的 等 の 変 更 ）  

第 ７ 条  使 用 者 が 、環 境 経 済 課 長 に よ り 認 め ら れ た 使 用 目 的 を 変

更 す る 場 合 は 、変 更 す る 日 の １ 週 間 前（ 土・日 曜 日 及 び 祝 祭 日

を 除 く 。） ま で に 必 要 事 項 を 記 載 し た 「 グ リ ー ン フ ァ イ ナ ン ス

サ ポ ー タ ー ズ 制 度  ロ ゴ マ ー ク 使 用 変 更 申 請 書 」（ 別 紙 ３ ） を

環 境 経 済 課 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

２  第 ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 は 、前 項 の「 グ リ ー ン フ ァ イ ナ ン ス サ ポ

ー タ ー ズ 制 度  ロ ゴ マ ー ク 使 用 変 更 申 請 書 」 に つ い て 準 用 す

る 。  
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３  １ 項 に 規 定 す る 「 グ リ ー ン フ ァ イ ナ ン ス サ ポ ー タ ー ズ 制 度  

ロ ゴ マ ー ク 使 用 変 更 申 請 書 」の 提 出 に よ り 、変 更 を 認 め た 場 合 、

環 境 経 済 課 長 は 「 グ リ ー ン フ ァ イ ナ ン ス サ ポ ー タ ー ズ 制 度  

ロ ゴ マ ー ク 使 用 変 更 承 認 書 」（ 別 紙 ４ ） を メ ー ル 等 に よ り 使 用

者 に 送 付 す る も の と す る 。  

 

（ 使 用 の 管 理 等 ）  

第 ８ 条  環 境 経 済 課 長 は 、使 用 者 に 対 し て 、ロ ゴ マ ー ク の 使 用 状

況 に つ い て 報 告 を 求 め 、 ま た は ロ ゴ マ ー ク を 使 用 し た 資 料 や

物 品 等 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。  

 

（ 使 用 の 差 し 止 め ）  

第 ９ 条  ロ ゴ マ ー ク の 使 用 に 関 し 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す

る と 認 め ら れ る 場 合 、 環 境 経 済 課 長 は ロ ゴ マ ー ク の 使 用 を 差

し 止 め る こ と が で き る 。こ の 場 合 、環 境 経 済 課 長 は 使 用 者 に 対

し て 、 ロ ゴ マ ー ク の 使 用 差 し 止 め を 書 面 に よ り 通 知 す る も の

と す る 。  

一  こ の 規 程 に 違 反 し て 使 用 し た 場 合  

二  第 ４ 条 ま た は 第 ７ 条 に 基 づ き 提 出 さ れ た 「 グ リ ー ン フ ァ イ  

ナ ン ス サ ポ ー タ ー ズ 制 度  ロ ゴ マ ー ク 使 用 申 請 書 」、「 グ リ  

ー ン フ ァ イ ナ ン ス サ ポ ー タ ー ズ 制 度  ロ ゴ マ ー ク 使 用 変 更  

申 請 書 」 に 虚 偽 の 記 載 が あ っ た 場 合  

三  使 用 者 が 法 令 に 違 反 し た 場 合  

四  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 環 境 経 済 課 長 が 不 適 切 と 認 め  

た 場 合  

２  前 項 の 通 知 を 受 け た 使 用 者 は 、直 ち に ロ ゴ マ ー ク の 使 用 を 停

止 し 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の ホ ー ム ペ ー ジ 等 に お い て 使 用 し て い

る 場 合 は 当 該 ロ ゴ マ ー ク の 表 示 等 を 削 除 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 使 用 料 ）  

第 １ ０ 条  ロ ゴ マ ー ク の 使 用 料 は 無 料 と す る 。  

 

（ 事 故 ・ 苦 情 等 へ の 対 応 ）  

第 １ １ 条  ロ ゴ マ ー ク を 使 用 し た 物 、施 策 、活 動 等 に 関 し て 事 故・ 

苦 情 等 が 発 生 し た 場 合 は 、 使 用 者 が 自 己 の 責 任 の 下 で 必 要 な  

措 置 を 講 じ る も の と す る 。ま た 、環 境 省 は 、ロ ゴ マ ー ク の 使 用  

に よ り 生 じ た 一 切 の 損 害 に つ い て 責 任 を 負 わ な い も の と す る 。 

 

（ 規 程 の 改 定 ）  

第 １ ２ 条  こ の 規 程 は 事 前 の 通 知 な く 、必 要 に 応 じ て 改 定 さ れ る  
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場 合 が あ る 。  

２  環 境 経 済 課 長 は 、 規 程 を 変 更 し た 場 合 、 必 要 に 応 じ 、 使 用 者

を 含 む 関 係 者 に 対 し そ の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。 通 知 を 受

け た 使 用 者 は 、 最 新 の 使 用 規 程 を 遵 守 す る も の と す る 。  

 

（ 事 務 の 委 任 ）  

第 １ ３ 条  環 境 経 済 課 長 は ロ ゴ マ ー ク の 付 与 及 び 管 理 に 係 る 事  

務 の 全 部 又 は 一 部 を 民 間 事 業 者 に 委 託 す る こ と が で き る 。  

２  第 ４ 条 か ら 第 ９ 条 ま で 及 び 第 １ ２ 条 第 ２ 項 の 規 定 は 、前 項 の

規 定 に 基 づ き 環 境 経 済 課 長 か ら 事 務 の 委 託 を 受 け た 者 に つ い

て 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て「 環 境 経 済 課 長 」と あ る の は「 環

境 経 済 課 長 か ら 事 務 の 委 託 を 受 け た 者 」 と 読 み 替 え る も の と

す る 。  

 

 

（ 附 則 ）  

こ の 規 程 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 21 日 か ら 施 行 す る 。  
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（別 掲） 
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令和  年  月  日 

 

グリーンファイナンスサポーターズ制度 ロゴマーク使用申請書 

 

 環境省大臣官房環境経済課長 殿 

使用を申請する者の名称 

住所 

代表者の役職・氏名 

 

 グリーンファイナンスサポーターズ制度 ロゴマークを使用したいので、下記のとおり

申請します。 

 使用に当たっては「グリーンファイナンスサポーターズ制度 ロゴマーク使用規程」お

よび「グリーンファイナンスサポーターズ制度 ロゴマーク 運用規定」を遵守します。 

記 

使用開始希望日 
   令和  年   月   日 ～ 

使用の目的 

 

 

 

 

 

 

使用の方法 

（具体的に記すこと） 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

  

（別紙１） 
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令和  年  月  日  

○○○○○○○○○○ 

△△△△     殿 

 

環境省大臣官房環境経済課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

グリーンファイナンスサポーターズ制度 ロゴマーク使用承認書 

 

 令和 年 月 日付け文書をもって申請のあったグリーンファイナンスサポーターズ

制度 ロゴマーク使用申請について、グリーンファイナンスサポーターズ制度 ロゴマー

クを使用することは、差し支えありません。 

 ロゴマークの電子媒体をお渡ししますので、「グリーンファイナンスサポーターズ制度  

ロゴマーク 運用規定」に従い、ロゴマークの基本デザイン要素を正しく再現してご使用

くださいますよう、お願いします。 

 

以 上 

  

（別紙２） 
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令和  年  月  日 

 

グリーンファイナンスサポーターズ制度 ロゴマーク使用変更申請書 

 

 環境省大臣官房環境経済課長 殿 

変更申請を行う者の名称 

住所 

代表者の役職・氏名 

 

 令和 年 月 日付け文書番号をもって承認を受けたグリーンファイナンスサポータ

ーズ制度 ロゴマーク使用について、下記のとおり変更したいので申請します。 

 なお、変更後も、使用に当たっては「グリーンファイナンスサポーターズ制度 ロゴマ

ーク使用規程」および「グリーンファイナンスサポーターズ制度 ロゴマーク 運用規定」

を遵守します。 

記 

事情変更の内容 

変更事項 変更前 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別紙３） 
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特記事項 
 

 

以 上 
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令和  年  月  日  

○○○○○○○○○○ 

△△△△     殿 

環境省大臣官房環境経済課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

  

 

 

グリーンファイナンスサポーターズ制度 ロゴマーク使用変更承認書 

 

 令和 年 月 日付け文書をもって申請のあったグリーンファイナンスサポーターズ

制度 ロゴマーク使用変更申請について、グリーンファイナンスサポーターズ制度 ロゴ

マークを使用することは、差し支えありません。 

 引き続き、「グリーンファイナンスサポーターズ制度 ロゴマーク 運用規定」に従い、

適切にご使用くださいますよう、お願いします。 

以 上 

（別紙４） 


